
土地区画整理審議会の役割

市で原案作成
審議会へ諮問

同意を得る

意見を聞く

承認 決　定
採決

否決 原案の修正原案の修正 再諮問

諮問事項の決定過程

土地区画整理審議会の権限

法による権限

　○同意を必要とする事項・・・評価員の選任、特別の定めをする宅地、保留地の決定
　
　○意見を必要とする事項・・・仮換地の指定、換地計画の作成、換地計画の変更、換地計画の縦覧による意見書の内容審査

法による権限以外
　
　○意見を聴いて進めることが望ましいとされる事項・・・換地設計基準、小規模宅地の取扱、基準地積の按分方法、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概略換地案、換地設計案

諮問
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